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〔改正後全文〕 

岡山県社会福祉施設等整備費補助金交付要綱 

 

昭和５５年７月１９日 

厚  第 ７３３ 号 

 

（趣旨） 

第１条 知事は、社会福祉の増進を図るため、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）又は社

会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人、ＮＰＯ法

人若しくは営利法人等（以下｢社会福祉法人等｣という。）の行う社会福祉施設等の整備事業に対

し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、岡山県補助金等

交付規則（昭和４１年岡山県規則第５６号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるとこ

ろによる。 

 

（補助対象及び補助率） 

第２条 補助金の対象となる事業及び補助率は、次のとおりとする。 

補助対象施設、補助対象事業及び補助基本額 補   助   率 

｢社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)に

ついて｣（平成 17 年 10 月 5 日付け厚生労働省発社

援第 1005003 号厚生労働事務次官通知。以下｢国要

綱｣という。)に定める補助対象施設、補助対象事

業及び補助基本額（国要綱第２の６の(１)の場合

にあっては、同アにより選定された額に県補助率

を乗じて得た額と同イの額とを比較していずれか

少ない方の額。国要綱第２の６の(２)の場合にあ

っては、同イによる都道府県補助基本額。） 

国要綱に定める補助事業の場合に

おける県補助率 （国要綱等２の６

の(1)の場合にあっては、１０分の

１０） 

｢社会福祉施設等施設整備費の国庫補助(東日本

大震災復興特別会計)について｣（平成 24 年 5 月 17

日付け厚生労働省発社援 0517 第 12 号厚生労働事

務次官通知。以下｢国要綱｣という。)に定める補助

対象施設、補助対象事業及び補助基本額（国要綱

第２の６の(１)により選定された額に県補助率を

乗じて得た額と同(２)の額とを比較していずれか

少ない方の額。） 

国要綱に定める補助事業の場合に

おける県補助率（１０分の１０） 

  

「子ども・子育て支援施設整備交付金の交付に

ついて」（令和 5 年 8 月 22 日付けこ成事第 453 号

こども家庭庁長官通知）別紙「子ども・子育て支

援施設整備交付金交付要綱」に定める交付対象施

設、交付対象事業及び補助基本額 

（１）市町村が放課後児童クラブの

整備を行う場合 

① 令和 5 年 8 月 22 日付けこ成事

第 462 号こども家庭庁成育局長通知

（以下、通知という）の第１の３に

該当しない整備を行う場合 １／３ 

② 通知の第１の３に基づき待機児

童の解消のための整備を行う場合 

１／６ 

③ 通知の第１の４に基づき待機児

童の解消のための整備を行う場合 

１／１２ 

（２）市町村が社会福祉法人等の行

う放課後児童クラブの整備に対して
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補助を行う場合 

① 通知の第１の３に該当しない整

備を行う場合 ２／９ 

② 通知の第１の３に基づき待機児

童の解消のための整備を行う場合 

１／８ 

③ 通知の第１の４に基づき待機児

童の解消のための整備を行う場合 

１／１６ 

(３) 市町村が病児保育施設の整備

を行う場合 １／３ 

(４) 市町村が社会福祉法人等が行

う病児保育施設の整備に対して補助

を行う場合 ３／１０ 
  

「岡山県老人福祉施設等整備費補助金の実施に

ついて」（平成 18 年 4 月 24 日付け長寿第 134 号

岡山県保健福祉部長通知）に定める補助対象施

設、補助対象事業及び補助額 

 １０分の１０ 

「岡山県児童福祉施設整備費補助金の実施につ

いて」（平成 18 年 4 月 24 日付け子第 260 号岡山

県保健福祉部長通知）に定める補助対象施設、補

助対象事業及び補助 

 １０分の１０ 

２ 前項の規定にかかわらず、岡山県暴力団排除条例第９条に基づき、次の各号に掲げる団体が

設置する施設は、補助の対象としない。 

（１）暴力団 

（２）暴力団員が役員となっている団体 

（３）暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する団体 

 

（交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第１号)に次に掲げる書類を

添えて、知事が別に指定する日までに知事に提出しなければならない。 

（１）申請額算出内訳書（様式第２号） 

（２）事業計画書（様式第３号） 

（３）歳入歳出予算書（見込書）抄本又は収支予算書（見込書）抄本 

（４）役員一覧表（様式第１４号） 

（５）誓約書（様式第１５号） 

 

（申請の取下げ期限） 

第４条 補助金の交付の申請をした者は、規則第８条第１項の規定により、補助金の交付の決定を

受けた日から起算して３０日以内に申請の取下げをすることができる。 

 

（交付の条件） 

第４条の２ この要綱に基づき交付される補助金については、次の条件を付す。なお、補助事業者

が市町村である場合にあっては、第３号の規定にかかわらず、当該市町村が定める契約手続の

取扱いによるものとする。 

（１）補助事業者は、国の要綱による交付の条件を遵守すること。 

（２）構造及び設備については、岡山県福祉のまちづくり条例（平成１２年岡山県条例第１号）

による整備基準を遵守すること。 



- 3 - 

（３）社会福祉法人等の補助事業者にあっては、次のとおりとする。 

イ 入札は、一般競争又は指名競争によることとし、指名競争の場合の入札参加業者数は次

によること。 

 工事設計金額２億円以上の場合  ７社以上 

 工事設計金額２億円未満の場合  ５社以上 

ロ 入札を実施するに当たっては、入札参加予定業者へ入札通知書を発送する１０日前まで

に、入札参加予定業者を知事に届け出、参加予定業者について、その資格の適否について

の指示を仰ぐこと。 

ハ 入札通知は、入札の期日の前日から起算して少なくとも次に定める日前までに行うこと。 

① 工事設計金額５００万円未満   １日以上 

② 
工事設計金額５００万円以上 

      ５０００万円未満 
  １０日以上 

③ 工事設計金額５０００万円以上   １５日以上 

なお、上記②又は③で、急を要する場合は、５日以内に限って短縮することができる。 

ニ 入札を実施するに当たっては、監事や複数の理事（理事長を除く。）及び評議員が立ち

会うこと。市町村職員の立ち会いを求めることも適当である。 

ホ 入札後は、入札が適切に行われた旨の立会人全員の署名とともに、入札結果を知事へ届

け出ること。また、補助事業者において入札結果を一般の閲覧に供すること。 

へ 施設建設工事に係る契約においては、一括下請負契約は補助対象としないものであるこ

と。また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条第２項の規定に

準じ、受注者から施工体制台帳の写しを徴すること。 

ト 施設建設工事契約を締結した場合には、契約締結後一週間以内に当該契約書の写しを添

えて知事に届け出ること。 

チ 入札参加業者からの補助事業者への寄附は、共同募金会への指定寄附以外は認めないも

のであること。また、補助事業者である社会福祉法人等の役員及び職員に対する寄附も認

めないものであること。 

リ 上記チについては、入札前５年間遡及して適用するものであること。 

２ 知事は、補助事業者が第２条第２項又は前項の条件に反した場合は、補助交付決定を取り

消すことができる。それにより補助事業者に生じた損害については、補助事業者の負担とす

る。 

 

（変更等の承認申請） 

第５条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、規則第１０条の規定

により、補助事業等の内容、経費の配分、その他申請に係る事項の変更又は補助事業の中止若

しくは廃止の承認を受けようとするときは、変更（廃止又は中止）承認申請書（様式第４号）

を知事に提出しなければならない。 

なお、規則第１０条ただし書きに規定する軽易な変更については、対象経費の実支出（予

定）額の２０％以内の変更であって、かつ補助金の増額を伴わないものとする。 

 

（状況報告） 

第６条 補助事業者は、次の各号に定めるところにより、補助事業の実施状況を知事に報告しなけ

ればならない。 

（１）工事着工報告書（様式第５号） 

工事着手の日から７日以内 
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（２）工事進ちょく状況報告書（様式第６号） 

各年１２月末日現在の状況を翌月１０日まで 

 

（工事検査申請） 

第７条 補助事業者は、補助事業が竣工したときは、直ちに工事検査申請書（様式第７号）を知事

に提出し、検査を受けなければならない。 

 

（指示申請） 

第８条 補助事業者は、規則第１２条第２項の規定により知事の指示を求める場合は、指示申請書

（様式第８号）を知事に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事業の廃止の承認を受けたときを含む｡)は、

補助事業の完了の日から起算して１４日を経過した日と当該年度の末日とのいずれか早い日ま

でに、補助事業実績報告書（様式第９号）に次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければ

ならない。 

（１）精算額内訳書（様式第１０号） 

（２）事業実績報告書（様式第１１号） 

（３）歳入歳出決算書（見込書）抄本又は収支計算書（見込書）抄本 

２  補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費

税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控

除税額報告書（様式第１２号）により速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受

けてこれを返還しなければならない。 

 

（財産の処分等の承認） 

第１０条 補助事業者は、規則第２０条の規定により、補助事業により取得し、又は効用を増加し

た財産のうち、次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付

けし、又は担保に供するため知事の承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書（様

式第１３号）を知事に提出しなければならない。 

（１）不動産及びその従物 

（２）単価５０万円以上の機械器具等 

２ 知事は、補助事業者が知事の承認を受けて前項の財産を処分することにより収入があつた場

合には、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

 

（補助金に係る帳簿等の保存年限） 

第１１条 補助事業者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業完了後５年間保存しなけ

ればならない。 

 

（書類の提出部数及び経由） 

第１２条 この要綱に基づき知事に提出する書類は、それぞれ正副３部とし、所轄県民局長を経由

しなければならない。 

 

（補 則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附  則 

１ この要綱は、昭和５５年度分の補助金から適用する。 

 （改正文） 

２ この要綱は、昭和５８年度分の補助金から適用する。 
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３ この要綱は、昭和５９年度分の補助金から適用する。 

４ この要綱は、昭和６１年度分の補助金から適用する。 

５ この要綱は、昭和６２年度分の補助金から適用する。 

６ この要綱は、昭和６３年度分の補助金から適用する。 

７ この要綱は、平成元年度分の補助金から適用する。 

８ この要綱は、平成２年度分の補助金から適用する。 

９ この要綱は、平成３年度分の補助金から適用する。 

10  この要綱は、平成４年度分の補助金から適用する。 

11  この要綱は、平成５年度分の補助金から適用する。 

12  この要綱は、平成６年度分の補助金から適用する。 

13 この要綱は、平成９年度分の補助金から適用する。 

14  この要綱は、平成１０年度分の補助金から適用する。 

15 この要綱は、平成１０年１２月１１日以降の申請に係る補助金から適用する。 

16 この要綱は、平成１１年１２月９日以降の申請に係る補助金から適用する。 

17 この要綱は、平成１２年度分の補助金から適用する。 

18 この要綱は、平成１３年度分の補助金から適用する。 

19  この要綱は、平成１３年６月１日から適用する。ただし、国要綱による市町村が行う民間資金

 等の活用による公共施設等の整備等に係る補助金の適用については、平成１３年１１月１６日か

 ら適用する。 

20 この要綱は、平成１３年度分の補助金から適用する。 

21  この要綱は、平成１４年２月８日から適用する。 

22 この要綱は、平成１４年度分の補助金から適用する。 

23  この要綱は、平成１４年４月１日から適用する。 

24  この要綱は、平成１５年１月３０日から適用する。 

25  この要綱は、平成１５年４月１日から適用する。 

26 この要綱は、平成１５年度分の補助金から適用する。 

27 この要綱は、平成１６年度分の補助金から適用する。 

28  この要綱は、平成１７年度分の補助金から適用する。 

29 この要綱は、平成１８年２月３日から適用する。 

30  この要綱は、平成１８年度分の補助金から適用する。 

31  この要綱は、平成１８年度分の補助金から適用する。 

32  この要綱は、平成２２年度分の補助金から適用する。 

33  この要綱は、平成２３年度分の補助金から適用する。 

34  この要綱は、平成２４年度分の補助金から適用する。 

35  この要綱は、平成２４年度分の補助金から適用する。 

36  この要綱は、平成２５年度分の補助金から適用する。 

37  この要綱は、平成２７年度分の補助金から適用する。 

38  この要綱は、平成２８年度分の補助金から適用する。 

39 この要綱は、令和３年度分の補助金から適用する。 

40 この要綱は、令和４年度分の補助金から適用する。 

41 この要綱は、令和５年度分の補助金から適用する。 

42 この要綱は、令和５年度分の補助金から適用する。 

 


